
那須塩原市建設工事週休２日制工事実施要領 

（趣旨） 

第１条　この要領は、那須塩原市において将来にわたり社会資本の整備及び維持管

理を目的とし、必要な建設業の中長期的な担い手の確保及び育成並びに受注者の

職場環境の改善を図る取組として、工事現場における週休２日制の確保に取り組

む工事（以下「週休２日制工事」という。）の実施に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（週休２日制） 

第２条　週休２日制とは、対象となる工事及び期間で、受注者が４週８休以上の現

場の閉所を行ったと認められるものをいい、「通期の週休２日」、「月単位の週

休２日」、「完全週休２日」のいずれかをいう。 

（対象工事） 

第３条　週休２日制の対象となる工事は、次に掲げる工事を除き、全ての工事を対

象とする。なお、対象工事は、入札公告、指名通知書及び設計図書において週休

２日制の対象であることを明示するものとする。 

⑴　工期が１か月未満の工事 

⑵　緊急対応が必要な工事 

⑶　設計金額が２００万円以下の工事 

２　対象工事の発注方式は、次に掲げるものとする。 

⑴　発注者指定方式 

発注者が週休２日制の取得を指定したもの 

⑵　受注者希望方式 

受注者が週休２日制の取得を希望し、発注者が承諾したもの 

（対象期間） 

第４条　週休２日制工事の対象となる期間は、契約に基づく工期内で現場着手日か

ら工事完成日までの期間とし、次に掲げる期間を除いたものとする。 

⑴　年末年始休暇期間（６日間） 

⑵　夏季休暇期間（３日間） 

⑶　現場での施工を実施しておらず、工場で製作のみを実施している期間 

⑷　那須塩原市建設工事請負契約書に規定する工事の中止期間 



⑸　発注者が設計図書等により、あらかじめ対象外とする期間 

⑹　受注者の責によらず現場閉所ができない期間 

２　受注者は、現場に着手する前に、現場着手届（様式第１号）により、発注者に

通知するものとする。 

（現場閉所） 

第５条　現場の閉所とは、現場に設置する事務所内での事務作業等を行わず、１日

を通して現場及び現場事務所を閉鎖した状態をいう。この場合において、巡回パ

トロール及び現場環境保全のための管理上最低限な点検は、実施してよいもので

あり、現場の閉所に含めることができる。 

２　現場閉所の評価は、次に掲げる事項によるものとする。なお、現場閉所率と

は、対象期間内の現場閉所日数の割合によるものとする。 

⑴　完全週休２日 

　　　対象期間内の全ての土曜日及び日曜日において、現場閉所を行ったと認めら

　　れる状態をいう。 

　⑵　月単位の週休２日 

　　　対象期間内の全ての月において、現場閉所率が、２８．５％（８日／２８）

　　以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、暦上の土曜日

　　及び日曜日の現場閉所では２８．５％に満たない月は、対象期間内におけるそ

　　の月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、２８

　　．５％（８日／２８日）以上を達成しているものとみなす。 

　⑶　通期の週休２日 

　　　対象期間において、現場閉所率が、２８．５％（８日／２８日）以上となる

　　現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

（発注者指定方式の実施手続） 

第６条　受注者は、第３条第２項第１号に規定する発注者指定方式を受注した場

合、当該工事の契約日から那須塩原市の休日を定める条例（平成１７年那須塩原

市条例第２号）第１条に規定する休日（以下「市の休日」という。）を除く、１

０日以内に休日取得計画書（様式第２号）を発注者に通知するものとする。 

（受注者希望方式の実施手続） 

第７条　受注者は、第３条第２項第２号に規定する受注者希望方式を受注した場



合、当該工事の契約日から市の休日を除く、１０日以内に週休２日制の実施に係

る希望届（様式第３号）を発注者に通知するものとする。 

２　発注者は、市の休日を除く、前項に規定する届出を受理した日から５日以内に

週休２日制の実施に係る承諾書（様式第４号）を受注者に対し、通知するものと

する。 

３　受注者は、前項で規定する承諾書を受理した日から市の休日を除く、１０日以

内に休日取得計画書（様式第２号）を発注者に通知するものとする。 

（実施手続の変更） 

第８条　受注者は、降雨や降雪等の自然的な事象又はその他のやむを得ない事情に

より、休日取得計画書（様式第２号）を変更する場合は、電子メール等により発

注者の承諾を受けるものとする。この場合において、月１回以上、休日取得変更

計画書（様式第５号）を発注者に提出するものとする。 

（履行実績の報告） 

第９条　受注者は、月１回以上、履行について休日取得実績書（様式第６号）を発

注者に報告するものとする。 

２　受注者は、週休２日制の履行実績について休日取得実績書（様式第６号）を工

事完成日から市の休日を除く、７日前までに発注者の確認を受けるものとし、工

事完成日に当該実績書を発注者に提出するものとする。 

（発注者の配慮） 

第１０条　発注者は、受注者が円滑に週休２日制工事を実施できるように、次に掲

げる事項に配慮するものとする。 

⑴　週休２日制工事の妨げになるような指示等は、行わないものとする。 

⑵　受注者からの協議等には速やかに対応するものとする。 

⑶　受注者の責によらない次に掲げる理由により工期の変更が必要な場合は、書

面による受発注者間の協議により、適切な工期の変更を行うものとする。 

ア　工程上の条件に変更が生じた場合 

イ　著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 

ウ　その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合 

（経費の補正） 

第１１条　経費の補正は、休日取得実績書（様式第６号）から確認できる発注方式



ごとの現場閉所の履行実績に応じ、次に掲げる事項により補正を行うものとす

る。 

⑴　土木工事の場合 

ア　土木工事 

栃木県が別に定める栃木県県土整備部週休２日制工事実施要領で規定する

補正係数を乗じて補正する。 

イ　土地改良工事 

栃木県が別に定める栃木県農政部週休２日制工事実施要領で規定する補正

係数を乗じて補正する。 

ウ　治山林道工事 

栃木県が別に定める栃木県環境森林部週休２日制工事実施要領で規定する

補正係数を乗じて補正する。 

エ　その他の土木工事 

栃木県が別に定める栃木県県土整備部週休２日制工事実施要領で規定する

補正係数を乗じて補正する。 

⑵　営繕工事の場合 

栃木県が別に定める栃木県県土整備部営繕工事における週休２日制工事実施

要領で規定する補正係数を乗じて補正する。 

（その他） 

第１２条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、発注者との協議による。 

 

 

附　則 

この要領は、令和４年８月１日から施行する。 

附　則 

この要領は、令和６年７月１日から施行する。 

附　則 

この要領は、令和７年６月１日から施行する。 

附　則 

この要領は、令和７年１０月１０日から施行する。 



附　則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 


